
事前予約・詳細はこちら

あいの土山マラソン事務局（月曜休館）　☎  ６６‐００９１　Fax  ６６‐１０９１申問

第３８回あいの土山マラソンボランティアスタッフ募集
　スタッフとして選手を応援してみませんか？参加者にはスタッフキャップをプレゼントします。

１１月３日（日・祝）　
◦会場・ゴールスタッフ（会場案内・記録証発行・完走メダル掛け等）　8時～１６時
◦給水所スタッフ　９時４５分～１６時

日時

あいの土山マラソンコース場所

中学生以上の方　※ 中学生の方は保護者の同意書が必要です。対象

大会ホームページ▶

甲賀市・湖南市合同JOBフェアオンライン

商工労政課　商工労政係　☎  ６９-２１８８　Fax  63-4087申

　甲賀市・湖南市内の企業・事業所１０社がＷＥＢ上で会社紹介や採用情報、インターンシップ情報
等の説明を行います。就職活動中の方はもちろん、これから就職活動を始める学生のみなさまも
ぜひ、ご参加ください。

主な課題

８月３１日（土）１０時～１６時５分　１社あたり２５分程度日時

令和４年 １０月　甲賀市選挙管理委員会から将来を見据えた新たな投票区の編成について
甲賀市投票区域編成審議会へ諮問

令和６年　３月　甲賀市投票区域編成審議会から答申

これまでの経過

甲賀市選挙管理委員会で答申の内容を基に、将来を見据えた新たな投票区を現在検討中です。

◦令和７年（２０２５年）に大学（院）、短期大学、高等専門学校等を卒業予定の学生
◦全学年の学生
◦若年求職者（概ね４０歳代前半まで）

参加対象者

事前予約制（事前エントリー後、専用ＵＲＬをお送りします。）
参加無料、入退出自由、カメラＯＦＦでの参加ＯＫ

参加方法

オンライン（Zoom）場所

2回目

◦答申の主な内容
①現状の９５投票区（所）を一定削減することはやむを得ない
②急激な見直しには反対
③投票率が低下しないよう地域事情も考慮し、新たな投票区域の編成に努める

　市では現在９５カ所の投票区（所）を設置しています。合併から20年が経過する中で人口動態も大きく変わり、選挙
を執行するにあたり以下のような課題も出てきました。

▼

将来を見据えた投票区への検討を進めています

甲賀市選挙管理委員会事務局（総務課内）　☎  ６９-２２６０　Fax  ６３-４０８６問

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポカレンダーイラストコンクール
　２０２５年（令和７年）に滋賀県で開催するわたSHIGA輝く国スポ・障スポ(第79回国民スポーツ大会・第24回全国障
害者スポーツ大会）のカレンダーに使用するイラストを募集します。

〒520-0807　滋賀県大津市松本一丁目２番1号
（滋賀県文化スポーツ部国スポ・障スポ大会局内）
わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ実行委員会事務局
☎  ０７７-５２８-３３３８　

 kokusyo-koho@pref.shiga.lg.jp

問応募先

１. 募集内容 カレンダーの図案に使用する「スポーツ」をテーマとしたイラスト
２. 応募資格 県内に在住または通学している小学生～高校生
３. 応募締切 ９月３０日(月)（当日消印有効）
４. 表　　彰 部門（小学1～3年生の部・小学4～6年生の部・中高生の部）
 部門ごとに最優秀賞・優秀賞・佳作（賞状・図書カード進呈）、応募者全員に参加賞
☆応募の詳細は公式サイトをご覧ください。

▶公式サイト

開催まであと 　　　日423
8/1現在

◦投票所のバリアフリー化や車いすなどでも安心して投票ができる環境整備
◦生活形態や社会ニーズの多様化による期日前投票の増加への対応
◦投票管理者や投票立会人の確保
◦災害や感染症への対応にも備えた職員体制
こうした課題を解決するため、新たな投票区域への見直しを検討しています。

皆さんのご意見を募集します　
パブリックコメント（仮称） 文化芸術振興条例骨子
　地域の伝統や歴史等を守り活かしつつ、新しい文化を生み育てるための文化芸術の振興方策、市民および市の
役割などの基本となる事項を定めた条例です。みなさんの意見をお聞かせください。

詳しくは市ホームページをご確認ください。

あいこうか市民ホール　
☎  ６２‐２６２６　Fax  ６２‐２６２５　（月曜休館）

申問

８月３０日（金）まで意見募集期間

提出いただいたご意見は、個人情報を除き、回答と併せて市ホームページで公表します。
なお、ご意見等を提出された方への個別の回答はいたしません。

社会教育スポーツ課、各地域市民センター、市ホームページ
［閲覧時間］
社会教育スポーツ課、各地域市民センター：開庁日８時３０分～１７時１５分
あいこうか市民ホール：月曜日を除く８時３０分～１７時１５分

本条例に関し、意見等を提出する意思を有する個人及び法人その他の団体意見を提出できる方

意見書（各閲覧場所で取得可）に記入のうえ、各閲覧場所へ持参もしくは、提出先へ
郵送・ＦＡＸ・Ｅメール・ＷＥＢフォームで提出

意見の提出方法

意見の取り扱い

閲覧場所

市ホームページ▶ WEBフォーム▶
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